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ク ＨＯＴステーションを保健医療圏ごとに１か所以上は開設する想定とし、県はモデル事業を実施す

るなどして、市町村等とともに取り組みます。

ケ 医療機関等は、酸素吸入量が多い患者等を受け入れます。また、発災時は、市町村災害対策本部、県

保健医療支部、県保健医療本部は道路状況や酸素濃縮器の供給状況等を踏まえ、医療機関、医療機器取

扱業者等と連携してＨＯＴステーションを開設します。

  （人工透析患者への対応）

コ 市町村は、人工透析患者を把握し、透析医療機関は、患者が発災時に自ら行動できるように県外搬送

の流れも含め確認しておきます。

～省略～

第４ マニュアル
「第２ 医療救護活動」の中で、「⇒」マークで示した個々のマニュアルを記載しています。

ク 医療機関等は、酸素吸入量が多い患者等を受け入れます。また、医療機器業者と連携してＨＯＴステー

ションを開所させます。 

（人工透析患者への対応）

ケ 市町村は、災害時要配慮者リストへの登載を進めます。透析医療機関は、患者が発災時に自ら行動でき

るように県外搬送の流れも含め確認しておきます。

～省略～

第４ マニュアル
「第２ 医療救護活動」の中で、「⇒」マークで示した個々のマニュアルを記載しています。

１ 県保健医療本部の運営 ････････････････ 1-1

２ 県保健医療支部の運営 ････････････････ 2-1

３ 医療救護所 ････････････････････ 3-1

４ 救護病院 ････････････････････ 4-1

５ 災害拠点病院 ････････････････････ 5-1

６ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）･･････････････････ 6-1

７ 広域医療搬送 ････････････････････ 7-1

８ こうち医療ネットの掲示板機能 ････････････････ 8-1

９ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）･････････ 9-1

10 避難所の医療ニーズ調査 ･･･････････････････ 10-1

〔避難所アセスメントシートの様式〕

11 トリアージ ･･･････････････････ 11-1

12 災害診療記録とお薬手帳 ･･････････････････ 12-1

〔災害診療記録の様式〕

13 遺体の仮安置と搬送 ･･･････････････････ 13-1

14 医薬品等及び輸血用血液の供給 ･･･････････････ 14-1

15 災害医療コーディネーター ･･･････････････････ 15-1

16 災害薬事コーディネーター ･･･････････････････ 16-1

17 災害透析コーディネーター ･･･････････････････ 17-1

18 災害歯科コーディネーター ･･･････････････････ 18-1

19 災害看護コーディネーター ･････････････････ 19-1

20 災害時周産期リエゾン ･･･････････････････ 20-1

21 医療救護チームの受援 ･･･････････････････ 21-1

マニュアル共通様式

１ 県保健医療本部の運営 ････････････････ 1-1

２ 県保健医療支部の運営 ････････････････ 2-1

３ 医療救護所 ････････････････････ 3-1

４ 救護病院 ････････････････････ 4-1

５ 災害拠点病院 ････････････････････ 5-1

６ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）･･････････････････ 6-1

７ 広域医療搬送 ････････････････････ 7-1

８ こうち医療ネットの掲示板機能 ････････････････ 8-1

９ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）･････････ 9-1

10 避難所の医療ニーズ調査 ･･･････････････････ 10-1

〔施設・避難所等ラピッドアセスメントシートの様式〕

11 トリアージ ･･･････････････････ 11-1

12 災害診療記録とお薬手帳 ･･････････････････ 12-1

〔災害診療記録の様式〕

13 遺体の仮安置と搬送 ･･･････････････････ 13-1

14 医薬品等及び輸血用血液の供給 ･･･････････････ 14-1

15 災害医療コーディネーター ･･･････････････････ 15-1

16 災害薬事コーディネーター ･･･････････････････ 16-1

17 災害透析コーディネーター ･･･････････････････ 17-1

18 災害歯科コーディネーター ･･･････････････････ 18-1

19 災害看護コーディネーター ･････････････････ 19-1

20 災害時周産期リエゾン ･･･････････････････ 20-1

21 医療救護チームの受援 ･･･････････････････ 21-1

22 ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）･････ 22-1

23 医療従事者搬送計画 ･･･････････････････ 23-1

マニュアル共通様式
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1-1 ＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

～省略～

（２）高知県保健医療調整本部の体制と情報伝達方法

ア 「災害時の保健医療活動における組織体制計画」等により定められる県保健医療本部の位置付け及び

組織体制は、下図のとおりです。

＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

～省略～

（２）高知県保健医療調整本部の体制と情報伝達方法

ア 県保健医療本部の組織体制は、「災害時の保健医療活動における組織体制計画」により下図のとおり

定められています。

本部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

・本部のロジスティクス機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

対策企画班

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

県医師会の連絡調整員

日赤(高知県支部)の連絡調整員

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策統括

責任者が災害医療コーディネーター、統括 DMAT、
関係団体の意見を聞き、対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

高知県保健医療調整本部 総務部長

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

計画情報部

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン

調整会議

県医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

等DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

情報収集班

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

本部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画立

案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

・本部のロジスティクス機能全般
（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

対策企画班

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

県医師会の JMAT調整員
日赤(高知県支部)の連絡調整員

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策

統括責任者が災害医療コーディネーター、統括

DMAT、DPAT統括者、統括ＤＨＥＡＴ、JMAT
調整員、関係団体等の意見を聞き対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見

具申

・調整会議の設置運営

高知県保健医療調整本部 総務部長

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

計画情報部

・庁内外からの情報の収集によるニーズとリソー

スの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

情報収集班

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班
DPAT高知県調整本部の

DPAT統括者

統括ＤＨＥＡＴ

等

調整会議

災害医療コーディネーター

（総括）

（各分野のコーディネーター）

薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン 県医師会の JMAT調整員

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対し

て活動内容等を指示

日赤（高知県支部）の連絡調整員

DPAT高知県調整本部の
DPAT統括者

緊密に連携

子ども・福祉政策部

高知県災害対策本部長 副本部長 本部員（保健医療調整本部長、各部局長等）
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本部長：健康政策部長

副本部長：同副部長

総務部長：保健政策課長

対策統括責任者：保健医療活動の各分野の担当課長（保健政策課の担当分野は同課保健推進監）

本部各班員 ：健康政策部全課、障害保健支援課、精神保健福祉センター

災害医療コーディネーター（総括）：あらかじめ知事が任命する医師

各分野のコーディネーター等：あらかじめ知事が任命する者

（災害医療コーディネーターのもとで活動）

ＤＭＡＴ高知県調整本部責任者：統括ＤＭＡＴ（災害医療コーディネーターとの兼務可能）

ＤＰＡＴ高知県調整本部責任者：ＤＰＡＴ統括者

統括ＤＨＥＡＴ：あらかじめ知事が任命する公衆衛生医師等

県医師会のＪＭＡＴ調整員：県医師会から参画する調整役（ＪＭＡＴ隊員など）

日赤（高知県支部）の連絡調整員：日赤（高知県支部）から参画する者

～省略～

（５）各分野のコーディネーター等

～省略～

ウ 災害歯科コーディネーター（総括）

災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示のもと、災害歯科コーディネーター（支部担当）

及び高知県歯科医師会と連携して、歯科保健医療の全体調整を行います。

～省略～

（７）ＤＰＡＴ高知県調整本部

ア 高知県災害時の心のケアマニュアルに基づき、県内で活動する全てのＤＰＡＴの指揮及び調整

を行います。

（８）統括ＤＨＥＡＴ

ア 県保健医療本部の指揮支援のほか、ＤＨＥＡＴのとりまとめや調整の窓口機能を担います。

⇒＜マニュアル22＞ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）

～省略～

４ 医療支援の受入調整

～省略～

（２）ＤＰＡＴ高知県調整本部の運営設置

ア 県保健医療本部は、厚生労働省に対してＤＰＡＴの派遣を要請します。

イ ＤＰＡＴの派遣要請を行った場合は、ＤＰＡＴ高知県調整本部を設置し、県内で活動するＤＰ

ＡＴの指揮及び調整を行います。

ウ ＤＰＡＴ高知県調整本部長は、ＤＰＡＴ統括者と協議し、その派遣先を決定します。

（３）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等を除く）

～省略～

本部長：健康政策部長

副本部長：同副部長

総務部長：保健政策課長

対策統括責任者：保健医療活動の各分野の担当課長（保健政策課の担当分野は同課保健推進監）

本部各班員 ：健康政策部全課、障害保健支援課、精神保健福祉センター

災害医療コーディネーター（総括）：あらかじめ知事が任命する医師

各分野のコーディネーター等：あらかじめ知事が任命する者

（災害医療コーディネーターのもとで活動）

ＤＭＡＴ高知県調整本部責任者：統括ＤＭＡＴ

（災害医療コーディネーターとの兼務可能）

県医師会の連絡調整員：県医師会から配置される者

日赤（高知県支部）の連絡調整員：日赤（高知県支部）から配置される者

～省略～

（５）各分野のコーディネーター等

～省略～

ウ 災害歯科コーディネーター

災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示のもと、高知県歯科医師会と連携して、歯科保健医

療の全体調整を行います。

～省略～

４ 医療支援の受入調整

～省略～

（２）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴを除く）

～省略～
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2-1 ＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

１ 高知県保健医療調整支部の設置及び運営体制

～省略～

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

～省略～

支部長 ：県福祉保健所長

～省略～

郡市医師会のＪＭＡＴ調整員（統括ＪＭＡＴ）：郡市医師会から参画する者（必要に応じ、日本医師会の

調整により派遣される災害医療チームである統括ＪＭＡＴ）

日赤（高知県支部）の連絡調整員：日赤（高知県支部）から参画する者

（５）各分野のコーディネーター

～省略～

ウ 災害歯科コーディネーター（支部担当）

県保健医療本部の災害歯科コーディネーター（総括）及び県保健医療支部の災害医療コーディ

ネーター（支部担当）と連携して、管内の歯科保健医療の調整を行います。

～省略～

＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

１ 高知県保健医療調整支部の設置及び運営体制

～省略～

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

～省略～

支部長 ：県福祉保健所長

～省略～

郡市医師会の連絡調整員：郡市医師会から配置される者

日赤（高知県支部）の連絡調整員：日赤（高知県支部）から配置される者

（５）各分野のコーディネーター

～省略～

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

情報収集班
・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

対策企画班
・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

計画情報部

支部長 対策統括責任者 ・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

総務部

高知県保健医療調整支部
・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

等

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

調整会議

副支部長

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

情報収集班
・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・県保健医療本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

高知県保健医療調整支部

総務部

・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

対策統括責任者支部長 副支部長

計画情報部
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析・歯科

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

対策企画班

郡市医師会のＪＭＡＴ調整員

（統括ＪＭＡＴ）

日赤（高知県支部）の連絡調整員

等

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析・歯科

郡市医師会のＪＡＭＴ調整員（統括ＪＭＡＴ）

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

調整会議
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10-1

＜マニュアル８＞ こうち医療ネットの掲示板機能

１ こうち医療ネットの概要

～省略～

ウ 「こうち医療ネット」の具体的な操作法や、ここで紹介する以外の管理者機能は、関係者メニュー

（https://www.kochi-iryo.net/member）から「こうち医療ネット操作説明書」をダウンロードして確

認することができます（管理者機能は県保健医療本部及び県保健医療支部が対象となります）。

～省略～

２ 災害掲示板への投稿・閲覧

（１） 「こうち医療ネット」の画面を開きます。〔https://www.kochi-iryo.net/〕

～省略～

（３）災害メニューで「災害掲示板」の「閲覧」または「登録」をクリックします。

～省略～

＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

～省略～

（３）調査の方法

（調査様式）

ア 調査項目は、避難所の名称、リーダーの氏名、医療救護の提供体制、水、電気などのライフライン、

簡単な衛生状態、避難者数やその内訳等です。

イ 調査は、「施設・避難所等ラピッドアセスメントシート」（様式 10-2）を使用して行いますが、避難

所の受付窓口や災害時要配慮者名簿などを基にした家庭訪問等の際に被災状況の確認として活用する

被災者アセスメント調査票（様式 10-1）から得られた情報を集約し、避難所にいる被災者数や災害時

要配慮者数、健康状態の把握などに活用します。

～省略～

＜マニュアル８＞ こうち医療ネットの掲示板機能

１ こうち医療ネットの概要

～省略～

ウ 「こうち医療ネット」の具体的な操作法や、ここで紹介する以外の管理者機能は、関係者メニュー

（http://www.kochi-iryo.net/member）から「こうち医療ネット操作説明書」をダウンロードして確認す

ることができます（管理者機能は県保健医療本部及び県保健医療支部が対象となります）。

～省略～

２ 災害掲示板への投稿・閲覧

（１） 「こうち医療ネット」の画面を開きます。〔http://www.kochi-iryo.net/〕

～省略～

（３）災害メニューで「災害掲示板」の「閲覧」または「登録」をクリックします。

～省略～

＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

～省略～

（３）調査の方法

（調査様式）

ア 調査項目は、避難所の名称、リーダーの氏名、医療救護の提供体制、水、電気などのライフライン、簡

単な衛生状態、負傷者、疾病による症状や発熱等の体調変化を訴える方のほか、小児科や精神科、産婦人

科、歯科等の特に医療面のケアが必要な患者の概数等です。

イ 調査は、避難所の住民が取りまとめた様式（様式 10-1 大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作

成の手引き）により提出を受けた場合は、その情報を活用します。また、県保健医療支部が避難所の調査

を代行する場合は、次頁の「避難所の状況調査（避難所アセスメント）」（様式 10-2）を使用して行いま
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様式 10-1

被災者アセスメント調査票

この調査票は、被災状況を直ちに把握し、適切に関係機関と共有することを目的とした調査票であり、本調査票に

記載いただいた情報の共有に当たっては、災害時における支援活動のために使用いたします。

１ 被災状況

すが、被害状況の迅速な把握等を考慮し、初動期には避難所の情報連絡票（様式 10-1）を使用すること

もできます。

～省略～

様式 10-1 大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き

記入者のお名前： 記入日時： 月 日 時 分

記入者の生年月日： 年齢： 性別：

自宅住所： 固定電話：

携帯電話：

記入者を含む被災された方の世帯人数：

被災により使用できなく

なったライフライン

□ ガス □ 水道 □ 電気 □ 下水道

□ 固定電話 □ 携帯電話 □ インターネット通信

家屋（建物）の被害の状

況

□ 家屋に極めて大きな被害があった

（家が流れてしまった、家が倒壊した、家が土砂によって埋没したなど）

□ 家屋に修繕が必要な程度の大きな被害があった（瓦が落ちた、外

壁がはがれたなど）

□ 家屋に被害があった

被害の概況：

□ 被害はなかった

調査票を配布した避難所名：
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10-5
２ 現在の御自身の状況や、御自身と一緒に避難している御家族の状況

本調査票に記載した情報を、地方自治体が設置する避難所の管理者、当該地方自治体の災害対策本部及び保健

医療調整本部等において共有することに同意します。

年 月 日 氏 名

現在の宿泊場所 □ 避難所 □ 自宅 □ 知人宅 □ 車中泊 □ その他

避難所の利用 □ 利用している

□ 応急給水 □ 食事 □ トイレ □ 生活物資

□ 入浴 □ 行政やボランティア等から提供される各種の情報

□ 利用していない

医療サポートを利用され

ているか。

□ 人工呼吸器 □ 在宅酸素 □ 透析 □ インスリン注射

□ 緊急性のある精神疾患 □ 緊急治療歯科疾患

□ 要緊急処置妊婦

□ 定期的投薬が必要 （現在、 中断 ・ 継続 ）

□ 降圧薬 □ 糖尿病 □ 向精神薬 □ その他

医薬品名：

かかりつけの医療機関名

訪問看護などの医療サ

ービスを利用されている

か

□ 有

利用している事業所名：

□ 無

妊産婦や乳幼児の方が

いるか

□ 有

□ 無

食物アレルギーを

有しているか

□ 有

原因食物

□ 無

要介護（支援）認定を受

けられているか

□ 有 （□ 要支援１ □ 要支援２ □ 要介護１ □ 要介護２

□ 要介護３ □ 要介護４ □ 要介護５ □ 介護区分不明）

利用している居宅介護支援事業所名：

□ 無

障害等手帳をお持ちか □ 有 □ 身体障害者手帳 □ 精神障害者保健福祉手帳

□ 療育手帳

具体的な障害の種類等：

□ 身体障害 □ 知的障害 □ 精神障害 □ 発達障害

□ 無

デイサービス・ヘルパー

などの福祉サービスを利

用されているか

□ 有 □ 被災前と変わらず利用の見通しが立っている

□ 利用の見通しが立たない

□ わからない

利用している事業所名：

□ 無

その他
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避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

施設定員
(指定避難所)

避難者数
（施設内）

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

避
難
施
設
基
本
情
報

医
療

生
活
環
境

食
事
提
供

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン

設
備
状
況
と

衛
生
面

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難所状況）共通様式）
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10-6
様式 10-2 施設・避難所等ラピッドアセスメントシート (OCR対応様式)

□の欄は、使用可能・該当・対応済であれば、ü を入れてください

＊ A: 充足 B: 改善の余地あり C: 不足 D: 不全

#A-D 選択式の項目が全て A 評価になるまで連日

記入

様式 10-2

調査日 2 ０ 年 月 日

A M P M 時 分

避難所コード

調査者氏名 調査者所属

電話連絡先

施設名 固定電話

所在地

携帯電話

FAX

避難所運営組織 □ 代表者名

避難者数（人）

（A）

内 訳

男性（人）

内 訳

女性（人）

食事提供人数

（B）

避難所以外の避難者数（推計）

※食事提供数（B）－ 避難者数（A）

避難者数

（再掲）

昼間人数（人） 夜間人数（人） 車中泊人数

(人 )

75 歳以上（人） 未就学児（人） 乳児（人）

ライフライン

/ 通信

飲料水 A ～ D 食事 A ～ D 使用可能トイレ A ～ D

A ～ D

電気 A ～ D ガス A ～ D 生活用水

固定電話 □ 携帯電話 □ 衛星電話 □ データ通信 □

医療支援 救護所設置 □ 医療チームの巡回 □

避難所の

環境

過密度 A ～ D 毛布等寝具 A ～ D 室温度管理 A ～ D 手洗い環境 A ～ D

トイレ

掃除

□ 土足禁止 □ 下水 □ ご み

集積場所

□ 館内

禁煙

□ ペット

収容所

□

男女別

更衣室

□ 男女別

トイレ

□ 男 女 別

居住スペース

□ 授 乳 室 等

母子専用スペース

□ 障害者用

トイレ

□

感染予防・

清掃用物品

□ パーティション

による区切り

□ 段ボールベッド □

伝達事項
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避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

※全国保健師長会作成「災害時の保健活動推進マニュアル」掲載の共通様式「避難所日報（避難所状況）」「避難所日報（避難者状況）」をもとに作成。

人数
うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数

在宅酸素療法・呼吸器療法

透析（腹膜透析含む）

うち障害児・医療的ケア児

要継続支援合計
人数（実人数）

人

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難者状況）共通様式）
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15-1

15-2

＜マニュアル 15＞ 災害医療コーディネーター

１ 災害医療コーディネーター（支部担当）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県保健医療支部は、災害医療コーディネーター（支部担当）が立案した支援策を、各分野のコーディ

ネーター及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請します。ただし、医薬品の供給

や薬剤師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の人

工透析に関する支援及び歯科用医薬品等の供給や歯科医療従事者の派遣等の歯科保健医療に関する支

援については、各分野のコーディネーターが災害医療コーディネーター（支部担当）の総合的な指示の

もとに要請します。

～省略～

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 各種の医療支援の応諾の連絡を受けたときは、支援チームや支援物資については、参集及び輸送場所

や支援内容等の調整を行います。ただし、医薬品に関する支援や人工透析に関する支援、歯科保健医療

に関する支援については、県保健医療支部の災害医療コーディネーターの指示のもと、各分野のコーデ

ィネーターが参集及び輸送場所や支援内容等の調整を行います。その後、調整結果を災害医療コーディ

ネーター（総括）及び関係機関に周知します。

～省略～

２ 災害医療コーディネーター（総括）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県保健医療本部は、災害医療コーディネーター（総括）が立案した支援策を、各分野のコーディネ

ーター等及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請します。ただし、医薬品の供

給や薬剤師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の

人工透析に関する支援、歯科用医薬品等の供給や歯科医療従事者の派遣等の歯科保健医療に関する支

援及び周産期医療に関する支援については、各分野のコーディネーター等が災害医療コーディネータ

ー（総括）の総合的な指示または調整のもとに要請します。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 各種の医療支援の応諾の連絡を受けたときは、支援チームや支援物資については、参集及び輸送場所

や支援内容等の調整を行います。ただし、医薬品に関する支援や人工透析に関する支援、歯科保健医療

に関する支援及び周産期医療に関する支援については、災害医療コーディネーター（総括）の指示のも

と、各分野のコーディネーター等が輸送場所や支援内容等の調整を行います。その後、調整結果を災害

医療コーディネーター（支部担当）及び関係機関に周知します。

～省略～

＜マニュアル 15＞ 災害医療コーディネーター

１ 災害医療コーディネーター（支部担当）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県保健医療支部は、災害医療コーディネーター（支部担当）が立案した支援策を、各分野のコーディネ

ーター及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請します。ただし、医薬品の供給や薬

剤師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の人工透析

に関する支援については、各分野のコーディネーターが災害医療コーディネーター（支部担当）の総合的

な指示のもとに要請します。

～省略～

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 各種の医療支援の応諾の連絡を受けたときは、支援チームや支援物資については、参集及び輸送場所や

支援内容等の調整を行います。ただし、医薬品に関する支援や人工透析に関する支援については、県保健

医療支部の災害医療コーディネーターの指示のもと、各分野のコーディネーターが参集及び輸送場所や

支援内容等の調整を行います。その後、調整結果を災害医療コーディネーター（総括）及び関係機関に周

知します。

～省略～

２ 災害医療コーディネーター（総括）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県保健医療本部は、災害医療コーディネーター（総括）が立案した支援策を、各分野のコーディネータ

ー等及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請します。ただし、医薬品の供給や薬剤

師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の人工透析に

関する支援、歯科保健医療に関する支援及び周産期医療に関する支援については、各分野のコーディネー

ター等が災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示または調整のもとに要請します。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 各種の医療支援の応諾の連絡を受けたときは、支援チームや支援物資については、参集及び輸送場所や

支援内容等の調整を行います。ただし、医薬品に関する支援や人工透析に関する支援、歯科保健衛生に関

する支援及び周産期医療に関する支援については、災害医療コーディネーター（総括）の指示のもと、各

分野のコーディネーター等が輸送場所や支援内容等の調整を行います。その後、調整結果を災害医療コー

ディネーター（支部担当）及び関係機関に周知します。

～省略～
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17-1 ＜マニュアル 17＞ 災害透析コーディネーター

災害透析コーディネーターは、災害医療コーディネーターのもとで透析医療に限定したコーディネートを

行う役割を担います。

活動のマニュアルは、県が別途策定している「高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル

（平成 27年度策定、令和４年度改定）」に定めます。

１ 災害透析コーディネーター（ブロック担当）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

ア 県保健医療支部及び透析情報ネットワークから収集した地域内の情報をもとに、透析継続のための、

水、電気、医療資材等の供給及び医療従事者の応援等に関する支援策を立案し、県保健医療支部に伝達

します。（県保健医療支部は、災害透析コーディネーター（ブロック担当）が立案した透析に関する支

援策を、災害医療コーディネーター（支部担当）及び県保健医療本部に速やかに報告します）

イ 管内の医療機能の状況分析を行ったうえで災害透析コーディネーター（総括）に状況を報告し、ま

た、広域での調整を依頼します。

～省略～

２ 災害透析コーディネーター（総括）の活動

（１）初動

ア 透析情報ネットワークを活用して、県内の透析医療機関の被災状況に関する情報を収集します。ま

た、災害透析コーディネーター（ブロック担当）と、各支部内の被災状況等に関する情報を共有します。

直ちに使用可能な情報伝達手段を用いて県保健医療本部と連絡を取り、今後の活動について調整しま

す。（災害時には県保健医療本部にて活動します。）

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県内で受入が困難な患者については、日本透析医会を通じて、県外での受け入れ医療機関の確保を行

います。（県保健医療本部は、災害透析コーディネーター（総括）が日本透析医会との調整結果をもと

に立案した支援策や県外受け入れ等の支援要請を、国または他の都道府県に要請します。）

＜マニュアル 17＞ 災害透析コーディネーター

災害透析コーディネーターは、災害医療コーディネーターのもとで透析医療に限定したコーディネートを行

う役割を担います。

活動のマニュアルは、県が別途策定している「高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル（平

成 27年度策定）」に定めます。

１ 災害透析コーディネーター（ブロック担当）の活動

～省略～

（２）支援策立案及び支援要請

ア 県保健医療支部及び透析情報ネットワークが収集した地域内の情報をもとに、透析継続のための、水、

電気、医療資材等の供給及び医療従事者の応援等に関する支援策を立案し、県保健医療支部に伝達しま

す。また、管内の医療機能の状況分析を行ったうえで広域での調整を災害透析コーディネーター（総括）

に依頼します。

～省略～

２ 災害透析コーディネーター（総括）の活動

（１）初動

ア 透析情報ネットワークを活用して、県内の透析医療機関の被災状況に関する情報を収集します。また、

災害透析コーディネーター（ブロック担当）と、各支部内の被災状況等に関する情報を共有します。直ち

に使用可能な情報伝達手段を用いて県保健医療本部と連絡を取り、今後の活動について調整します。

（２）支援策立案及び支援要請

～省略～

イ 県内で受入が困難な患者については、日本透析医会を通じて、県外での受け入れ医療機関の確保を行い

ます。

ウ 県保健医療本部は、災害透析コーディネーター（総括）が日本透析医会との調整結果をもとに立案した

支援策や県外受け入れ等の支援要請を、国または他の都道府県に要請します。
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図 17-1 災害透析コーディネーターの活動 図 17-1 災害透析コーディネーターの活動
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18-2

＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター

１ 災害歯科コーディネーター（支部担当）の活動

（１）初動

ア 県保健医療支部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能

な情報伝達手段を用いて地区歯科医師会及び災害医療コーディネーター（支部担当）と連絡を取り、活

動の進め方等について調整します。

イ 災害歯科コーディネーター（総括）と連携して、支部管内の歯科医療機関の被災状況に関する情報を

収集します。また、災害歯科コーディネーター（総括）及び地区歯科医師会と、支部管内及び県内の被

災状況等に関する情報を共有します。

（２）支援策立案及び支援報告

ア 県保健医療支部が収集した支部管内の情報をもとに、災害医療コーディネーター（支部担当）の総合

的な指示のもと、歯科保健医療に関する支援策を立案します。県保健医療支部管内の体制だけでは支援

策を実施することが困難な場合は、県保健医療支部から県保健医療本部に支援を要請します。

イ 県保健医療支部は、災害歯科コーディネーター（支部担当）が立案した歯科保健医療に関する支援策

を、県保健医療本部の災害歯科コーディネーター（総括）及び地区歯科医師会等の関係機関に速やかに

報告します。

ウ 歯科保健医療の需要にあわせて医療資材、歯科用医薬品等、支援物資の調達等を行います。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 県保健医療本部から歯科医師派遣等について応諾の連絡を受けたときは、医療ニーズとのマッチング

を行ったうえで、支援を受け入れるための調整を行います。また、調整結果を、災害歯科コーディネータ

ー（総括）、地区歯科医師会等に周知します。

イ 災害医療コーディネーター（支部担当）、地区歯科医師会等と支部管内の歯科用医薬品の供給及び歯科

保健医療に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、

実施します。

ウ 支部管内で歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生じた場合は、これを解決する

ために、関係者との調整を行います。

２ 災害歯科コーディネーター（総括）の活動

（１）初動

ア 県保健医療本部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能

な情報伝達手段を用いて高知県歯科医師会及び災害医療コーディネーター（総括）と連絡を取り、活動

の進め方等について調整します。

イ 高知県歯科医師会と連携して、県内の歯科医療機関の被災状況に関する情報を収集します。また、災

害歯科コーディネーター（支部担当）と、各支部管内の被災状況等に関する情報を共有します。

（２）支援策立案及び支援報告

ア 県保健医療支部及び広域的な災害拠点病院からの支援要請、災害歯科コーディネーター（支部担当）

及び高知県歯科医師会からの情報、県保健医療本部が収集した県内及び全国の情報をもとに、災害医療

コーディネーター（総括）の総合的な指示のもと、歯科保健医療に関する全県的な支援策を立案します。

イ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーター（総括）が立案した支援策を、災害歯科コーディネー

ター（支部担当）及び高知県歯科医師会に速やかに報告します。

＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター

１ 災害歯科コーディネーターの活動

（１）初動

ア 県保健医療本部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能な

情報伝達手段を用いて県歯科医師会及び県保健医療本部の災害医療コーディネーター（総括）と連絡を取

り、活動の進め方等について調整します。

イ 高知県歯科医師会と連携して、県内の歯科医療機関の被災状況に関する情報を収集します。

（２）支援策立案及び支援報告

ア 高知県歯科医師会からの情報、県保健医療本部が収集した県内及び全国の情報をもとに、災害医療コー

ディネーター（総括）の総合的な指示のもと、歯科保健医療に関する全県的な支援策を立案します。

イ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーターが立案した支援策を、災害医療コーディネーター（支部

担当）や関係機関に速やかに報告します。
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ウ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーター（総括）の立案した支援策に基づき、歯科医療救護班

及び口腔ケア班の派遣（県外からの派遣を含む）を高知県歯科医師会に要請します。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 高知県歯科医師会・日本歯科医師会からの歯科医療救護班及び口腔ケア班の派遣が決まった場合は、

医療ニーズとのマッチングを行ったうえで、県保健医療支部等と支援を受け入れるための調整を行いま

す。

イ 災害医療コーディネーター（総括）、災害歯科コーディネーター（支部担当）、高知県歯科医師会等と、

県内の歯科用医薬品等の供給及び歯科保健医療活動に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、

支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。

ウ 歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生じ医療支部ごとの対応では解決が困難な

場合は、災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示のもと、関係者との調整を行います。

ウ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーターの立案した支援策に基づき、歯科医療救護班及び口腔ケ

ア班の派遣（県外からの派遣を含む）を高知県歯科医師会に要請します。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

ア 高知県歯科医師会・日本歯科医師会からの歯科医療救護班及び口腔ケア班の派遣が決まった場合は、医

療ニーズとのマッチングを行ったうえで、県保健医療支部等と支援を受け入れるための調整を行います。

イ 災害医療コーディネーター（総括）、高知県歯科医師会等と、県内の歯科保健医療活動に関する最新の情

報を共有し、状況の変化に応じて支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。
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図 18-1 災害歯科コーディネーターの活動 図 18-1 災害歯科コーディネーターの活動
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22-1 ＜マニュアル 22＞ ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）

Ø ＤＨＥＡＴ＜災害時健康危機管理支援チーム＞とは

（Disaster Health Emergency Assistance Team の略。）

災害が発生した際に、被災都道府県等の保健医療本部及び保健医療支部が行う保健医療行政の指揮調整機

能等を支援するため、専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員（医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保

健師、臨床検査技師、管理栄養士、精神保健福祉士、食品衛生監視員、その他専門職及び業務調整員）を中心

として編成されるチームです。

Ø 基本方針

○本マニュアルは、南海トラフ地震等の大規模地震発生時に、県内の保健所等の相互支援では保健医療福祉

活動の総合調整が困難と判断される場合に、県外からのＤＨＥＡＴの派遣を受ける手順や、機関ごとの役割

について記載しています。

〇南海トラフ地震の想定規模に満たない地震等の場合でも、必要に応じて本マニュアルの一部又は全部を

適用します。

１ ＤＨＥＡＴの概要

（１）ＤＨＥＡＴの活動

ア １班当たり５名程度で構成し、超急性期から慢性期までの医療提供体制の構築及び避難所等にお

ける保健衛生対策に係る情報収集、分析評価、連絡調整等のマネジメント業務を支援します。

イ 活動場所としては県保健医療本部や、県保健医療支部に入り、自治体職員とともに課題の見える

化、支援計画の企画立案を担います。

ウ 状況に応じ、県保健医療支部による市町村機能支援の一部として、市町村災害対策本部に入りま

す。

エ 第三者的な立場で全体を俯瞰し、次のフェーズを見通したロードマップの作成や通常業務再開へ

の助言を行うとともに、自治体職員の健康管理についても客観的な立場でアドバイスを行います。

オ １班当たりの活動機関は１週間以上を基本とします。

２ ＤＨＥＡＴ受入れの流れ

【県内への受入れの流れ（図）】

派遣元(都道府県・指定都市)⇒参集場所(保健医療本部又は支部、市町村災害対策本部)
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※第１班の参集場所は県保健医療本部とします。

第２班以降の参集場所については、県保健医療本部が都度指示をします。

（１）ＤＨＥＡＴの派遣要請

ア 県内で災害が発生し、保健所等の相互支援では保健医療福祉活動の総合調整が困難となることが予

想される場合には、県保健医療本部はＤＨＥＡＴの要請を検討します。

イ 被災状況に関する情報の収集、優先的に取り組むべき課題の整理を行い、その課題解決にＤＨＥＡ

Ｔの要請が必要と判断した場合は、厚生労働省に対し、派遣に関する調整を依頼します。また、被災自

治体内の稼働人員、災害対応経験、組織内での保健師の役割などをアセスメントし、必要な受援内容を

決定のうえ、支援を受けるために必要な人員や担っていただきたい保健活動業務の内容についても併

せて報告します。

ウ 厚生労働省からＤＨＥＡＴ事務局に要請が伝達され、ＤＨＥＡＴ事務局と被災地域外都道府県等が

調整のうえ、ＤＨＥＡＴ事務局から県保健医療本部に要請に対する派遣調整案が伝達されます。県保健

医療本部は調整案を了承し、派遣元となる都道府県に対して要請を行います。

（２）統括ＤＨＥＡＴ

県保健医療本部には、統括ＤＨＥＡＴを置き、次の業務を担わせます。派遣されるＤＨＥＡＴのうち第

１班は県保健医療本部に置き、統括ＤＨＥＡＴを補佐させます。

ア 被災状況に関する情報の収集と本部の指揮支援

イ ＤＨＥＡＴの活動地域の調整

ウ 関係機関との連絡調整

エ ＤＨＥＡＴの後方支援に関すること

オ その他ＤＨＥＡＴに関する問い合わせ窓口

（３）県保健医療支部の役割

・県保健医療支部は市町村災害対策本部との連絡調整を担います。

ＤＨＥＡＴの受入れ地点

・ＤＨＥＡＴの受付

・活動地域の指示

・被災情報等の提供

高 知 県

（受援側）

ＤＨＥＡＴ 参集場所
・活動地域

・活動拠点

県保健医療本部

統括ＤＨＥＡＴ

対策企画班

・ＤＨＥＡＴの受付

・ＤＨＥＡＴの派遣調整

・県内の被害状況の確認

・情報収集

・派遣元との連絡

派 遣 元

（支援側）
連携

調整
調整

調整

厚生労働省

ＤＨＥＡＴ事務局

・県全体の必要量の把握
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・市町村、警察、消防、気象台、河川カメラ等から被害状況の情報収集を行い、県保健医療本部の統括Ｄ

ＨＥＡＴに報告します。

（４）受援の継続の判断について

ア 県外からのＤＨＥＡＴの受援に際し、被災地では被害規模や対応経緯、方針の変更などによって、受

援ニーズの質や量は随時変化していきます。県保健医療本部は被災地のニーズの変化に応じて、適正な

人材、人員の再調整を図ります。

イ 被災自治体職員とＤＨＥＡＴ間の情報共有を密に行い、方針の共有、受援終了予定を含む今後の活動

の見通しを明らかにします。

ウ ＤＨＥＡＴの支援を受ける県保健医療本部、県保健医療支部及び市町村は、応援派遣により受けた受

援内容、期間を継続的に記録・整理します。これらの記録・整理は、受援の継続・縮小・撤退のために

活用します。なお、ＤＨＥＡＴ受入れの継続の判断においては、被災市町村の職員及びＤＨＥＡＴの労

働衛生及び精神保健面を考慮します。

（５）通信連絡

ア 派遣元（都道府県・指定都市）と高知県の通信連絡手段については、原則として中央防災無線、衛星

携帯電話、NTT 回線を使用することとします。

イ ＤＨＥＡＴと県保健医療本部・支部及び市町災害対策本部との通信連絡は、携帯電話、衛星携帯電話

等により行います。

（６）被災地における指揮命令系統

ア ＤＨＥＡＴは、支援する機関の長の指揮命令下で活動します。

（７）ＤＨＥＡＴ活動の終了

ア 人的資源を平常時に戻し、県保健医療本部及び県保健医療支部の職員により保健医療福祉活動の総

合調整や復旧・復興に向けた行程の業務を実施することが可能と判断した場合は、県保健医療本部はＤ

ＨＥＡＴ事務局並びに派遣元に活動の終了を報告します。

３ 留意事項

（１）派遣元への要請と応援職員への配慮

ア ＤＨＥＡＴは、自己完結型での活動を原則とします。具体的には、往復の交通手段や宿泊場所の確

保、水・食料・薬・着替え・通信機器・移動手段（非常用燃料）等の必要な備えを行ったうえで、活動

するよう求めます。

ただし、応援が中長期に及ぶ場合は、宿泊場所として職員住宅や県営住宅等の活用も検討します。

イ ＤＨＥＡＴの受援に限りませんが、新型コロナウイルス等の感染症まん延時などは十分な換気やい

わゆる「三密」（密閉空間・密集場所・密接場面）の回避にも留意します。

ウ 受援に係る業務は、開始から概ね１か月程度で終了することを目安とします。

ただし、県保健医療本部長が継続の必要性があると認める場合は、この限りではありません。

（２）費用負担

ア 派遣に要する費用については、原則として派遣元の負担となりますが、相互応援協定や要請の根拠

となる災害対策基本法に基づき、派遣元から費用を求償される場合もあります。

イ 災害救助法が適用された場合は、同法第 4条に規定する救助に要する経費の中で該当するものは、

被災都道府県が負担します。

なお、対象外経費は、応援側に一部特別交付税措置が講じられます。


